
（あて先）　能美市教育委員会

      新入学 （提出日）令和８年　　　月　　　日

令和７年度の就学援助費（新入学用品費等入学前支給）について、下記について承諾のうえ、申請します。

①就学援助受給後に能美市立以外の小中学校へ入学することが判明した場合は、受給した金額を返還すること。

②能美市以外の教育委員会で次年度就学援助が認定となり、新入学用品費等にあたる就学援助費を受給した場合は、能美市で受給した金額を返還すること。

氏　名 　　　　

自宅 　
　氏名　　能美　太朗　　　　　

携帯 　
　氏名　　能美　一花　　　　　

口　座　番　号
　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　氏名　　　　　　　　　　　　　　

フリガナ
　氏名　　　　　　　　　　　　　　

※援助が必要な理由を具体的に記入してください。
　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　　令和２年12月に離婚し、2人を
　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　養育しており、学費もかかる為

■認定基準

①市町村県民税の非課税者

住宅の形態 　１　持ち家（家族所有含む）　　　２　借家・借室　

　 ③国民年金保険料の納付免除者

年号 年 月 日

本人 昭和 63 5 5 ■提出書類

子 平成 26 9 19 　１）認定基準の事情を明らかにする書類

子 平成 30 7 27 ①の認定希望の方→令和7年度所得課税証明書※

母 昭和 36 3 3 ②の認定希望の方→各税減免通知書等の写し

③の認定希望の方→免除通知書等の写し

④の認定希望の方→証書の写し

　２）申請者名義の通帳※またはキャッシュカードの写し

　※金融機関名、口座番号、口座名義人が記載されたページ

〒923-1245　

能美市来丸町1110番地
所得・資産調査同意書

　能美　太朗

　　0761　－　58　－　1111

　　090　－　0000　－　0000

銀行　信用金庫　農協 本店　支店　出張所

ノミ　タロウ

学年 氏　　　　名

令和６年１２月３１日現在の世帯の状況（対象の児童生徒も含めて記入ください。） ④児童扶養手当の受給者

生年月日 ⑤所得等による教育委員会の算定

（令和6年中の世帯全員の所得が教育
委員会の定める基準額を下回る方）

1　能美　太朗 能美銀行

2  能美　一朗 辰口中央小

3　能美　二朗 辰口保育園 

4　能美　一花 辰口スーパー
5

6

7
⑤の認定希望の方→ 令和7年度所得課税証明書　　　　　　　　  　　   　

8 ※所得課税証明書の提出はR7年1月1日以降に転入され
た方のみです。証明書の発行は前住所地の市役所で発
行。

　就学援助費受給申請書
　【新入学用品費等入学前支給】

記入例

申請者
（保護者）

住　所　

私は、就学援助費の認定に必要
な世帯全員の所得・資産等の調
査に同意します。

連絡先

申請者
振込口座

能美 辰口
普通

1 2 3 4 5 6 7

口座
名義 　能美　太朗

※15歳以上の世帯の方は全員
各自署名してください。

入学
予定校 　　辰口中央小　　学校

新１年 能美　二朗
②各税の減免者（個人事業税、市
町村民税、固定資産税、国民健康
保険税

氏名
申請者

との
続柄

勤務先・学校

申請理由

　①②を必ずお読みください。


